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 ７月４日、７：５６発東北新幹線はやて１１９号にて仙台入り。現地で宮城県

議会議員である宇佐由紀県議、坂下康子県議の案内により視察を開始しました。 

 はじめに、仙台市青葉区の住宅団地の被害状況について説明を受けました。 

 折立地区は折立小学校付近の折立５丁目を中心に地盤が大きく変形しており、

多くの住宅が被害を受けています。また地盤の変形に伴い、道路の陥没やクラッ

ク、住宅の壁の倒壊、石垣の崩落などが起きています。 

宮城県災害現地視察    

 次に向かった西花苑地区は折立地区の西側に位置（両地区とも住宅用の造成地）

していますが、この地区では斜面の崩壊が発生しており、住宅が巻き込まれ 

 続いて仙台空港の復旧状況を視察しました。途中道路の両側には瓦礫が山積みになっており、津波で

流され大きく損壊した車の一時仮置き場なども目に入ります。 

 この後、名取市に入り、なとり観光復興プロジェクト実行委員会委員

長の櫻井広行氏と合流し、震災当日の状況や名取市閑上地区で亡くなっ

た１０００名以上の方々の鎮魂のために８月にも灯篭流しを行って、真

の復興をスタートさせたいとの強い意志を聞かせていただきました。閑

上地区では被災した港や海岸線を視察し、広範囲にわたって砂浜であっ

た部分が沈下によって海に沈んでしまった状況を説明されました。 

段がデザイン性を重視したためか、コンクリートで囲まれるようにできており、この中学校に

逃げた人たちは外階段があることすら気付かず、玄関に殺到して将棋倒しになり、多くの方々

が命を落としたと、説明がありました。一方、小学校は、外階段が目立つようにペンキで青く

塗られており、また日頃から授業参観などの折りに外階段から上の階に上がるように訓練して

いたため、この学校に関わりのあった人はスムーズに屋上などに避難でき助かったそうです。 

● 津波にて市内まで打ち上げら 
れた漁船。 宮城県 名取市 閖上地区 ● 宇佐 由紀県議  坂下 康子県議 

    より災害の説明を聞く。 

宮城県 名取市 閖上地区 

● 住宅の土台のみが残る・・・ 

● 仙台空港の近くにて・・・ 

 また地域の小学校・中学校を見させていただきました。 

海に近い学校には避難のために外階段の設置が義務付けられているようですが、中学校は、外階 

 再び仙台市へ戻り、海沿いに北上しました。荒浜地区は映

像などでも見たことがありましたが、仙台平野の海側にある

小高い丘ひとつない地域ですので、津波が奥深くまで入り込 
● 名取市長室にて佐々木一十郎市長より 
   震災後の名取市内の説明をうける。 

● 津波でコンクリート部分が破壊された電柱。
鉄筋だけが残る。 宮城県 名取市 閖上地区 

7月4日 （月） 

● ご遺体が安置されている  元ボーリング場  

●  下水処理場にて  

●  全国から届けられた支援の品  

●  地震の影響も大きい。このような光景も多々見られる。  

崩 れ 落 ち て い ま す。 

私は数回にわたり被災地を訪れておりますが、今回は都議会民主党での視察の１日を記します。 

仙台チーム  

（仙台市青葉区の住宅団地にて） 

んだ地域です。市街地は機能回復のために瓦礫の撤去がある程度進んでいますが、田んぼや畑の多いエ

リアは塩害によって使えないこともあり、殆ど手つかずの状況です。 

 その後さらに北上して、菖蒲田浜や塩釜港、東松島など大きな被害状況を視察しました。 

松島地区は天然の島々に守られて、比較的被害が少なかったといわれていますが、この地区は観光の拠

点として海岸沿いに多くの店舗が並んでおり、その殆どが浸水を受けたとのことでした。 

 この日の最後に、松島町観光協会の佐藤久一郎会長より震災後の観光の状況についてお話を伺いまし

た。多くの方に被災地に足を運んでいただき、これまで通りに観光していただく事が何よりの復興支援

とのお話をいただいたことが印象的でした。 

 今後も現地で学んだことを東京の危機管理対策に活かしていきたいと思います。 

 



石毛 しげる 事務所 

西武新宿線 花小金井駅 北口より 
            徒歩15分 

 今年の３月１１日に東日本を襲った未曽有の大震災は、１万５８２１名の死者・３９３１名の行方丌明者

と多くの負傷者がでました。また、家屋が流され被災した方々、原発事故により余儀なく他の地へ移り住ん

でいる人、こうした被災者の方々に対してお見舞いを申し上げます。 

 被災地では、行政をはじめとするボランティアが現在まで支援をしているが、各種のＮＯＰ法人を抜きに

しては成り立たない状態が続いている。 

 昨年の内閣府の調査では、２０代の５６％が「ＮＰＯ活動に参加したい」と答えている。「人とのつながりを作りたい」「自分の能力や

可能性を試したい」という理由が多いようである。 

 第一生命経済研究所のＮＰＯの調査では、ＮＰＯ専従者の大学・大学院卒の割合は49%と、圧倒的に高学歴であり、海外救援の「国際協

力」も約８千団体あり、中にはＴＯＥＩＣ８５０点以上が募集条件というものもある。 

 しかし、有給でＮＰＯ専従者の平均年収は１８６万円。全体の５６％が２００万円以下と低い収入の数字が出ている。 

 寄付金については、東日本大震災で関心が高い分、支援金が被災地で活動するＮＰＯへ中央共同募金会を通じて２０億円以上集まってき

ている。一方、路上生活者らの自立支援をしているＮＰＯは「昨年一年間で月、４０万円くらいカンパがあったが、今年の４月以降は１０

万円と極端にカンパが落ち込んでいる」今は災害に視線が集中している、活動の種類や時期によって違いがあるようだ。 

 さて、この度の法整備は、寄付文化を日本に根付かせる画期的なチャンスとなると見る人もいる。 

 官でも企業でも無い「民」（ＮＰＯ）に子育て、介護、引きこもり、自殺対策などは、柔軟な対応や機動性が欠かせないし、行政や企業

では担えない領域も多い。こうした分野の団体に市民活動を資金面から支援していく狙いもあり、また行政のスリム化にもなる。実行力が

あって公共の仕事を担う人たちに活動しやすい環境を整えることを切望する。 

 


